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５ 支援計画の策定 

「３ 適性等の把握」で把握した情報を踏まえ、個々の状況に応じて職業訓練及び職業指

導（就職支援）の目標や課題等を明らかにし、職業的自立に向けた具体的な取組み内容と方

法を盛り込んだ支援計画を策定する。支援計画策定の視点・ポイントは以下のとおりである。 

 

（１）本人の希望を尊重した内容 

支援計画の策定にあたっては、本人の希望や意思を最大限に尊重しつつ、障害状況や

職業的諸特性を加味し、更に、本人を取り巻く環境や地域の労働市場を勘案した上で策

定することが重要となる。 

ただし、障害の自己理解の不足、労働市場等に関する情報不足等がある場合には、不

足した情報を補い、本人が適切に選択できるよう支援していくことが必要である。 

 

（２）長期的目標と短期的目標の明確化 

職業訓練で受講した内容を活かし、就職を実現するためには、訓練終了時の技能レベ

ル、生活環境等を見据えた上で、長期的な視点に立った職業的自立の方針を明確にする

ことが望まれる。 

その長期的な方針に基づき、訓練開始時においては、当面の職業訓練及び就労支援の

目標と課題（短期的目標）を設定し、支援を開始する。訓練の進捗状況等により、次の

ステップの目標を明確にする。 

 

（３）能力開発の可能性を探る視点 

失われた機能や不足した能力ばかりに注目するのではなく、残存能力に注目し、代替

手段、自助具の使用、環境改善等により、能力開発の可能性を積極的に探る視点が重要

となる。 

 

（４）本人への説明と同意 

支援計画は、文書に取りまとめ、訓練生本人に提示した上で、内容の説明を行う。計

画の内容に、本人の同意が得られた場合は、訓練担当者と対象者が署名・手交し、職業

訓練及び職業指導の基本方針の決定とする。 

支援計画を対象者本人に明示することにより、対象者が自己の課題や目標を的確に理

解し受け入れるとともに、主体的に職業訓練及び就職に向けて取り組み、対象者の職業

的自立がより適切に達成されることが期待される。 
したがって、支援計画については、訓練生本人の十分な理解と納得を得ることが不可 
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